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  （ 公 印 省 略 ）      

 

防衛省における認証局システムによる電子署名に関する訓令の実

施について（通知） 

 

 

 防衛庁における電子署名に関する訓令の実施について（官情第８２０２号。１

５．１０．６）について、別添のとおり、その全部を改正し、平成２０年２月１

４日から適用することとしたので、管下の職員に周知せられ、この実施に遺漏の

ないよう期せられたい。 

 

記 

 

１ 防衛省における認証局システムによる電子署名に関する訓令（平成１５年防

衛庁訓令第６４号。以下「訓令」という。）第４条第２項の規定に基づくＩＣ

カードの発行申請又は訓令第５条第１項の規定に基づくＩＣカードの失効申請

は、総務省行政管理局が定める様式により、それぞれ行うものとし、発行申請

殿 



を行う場合は第３項に定める別紙様式を、失効申請を行う場合は当該申請に係

るＩＣカードを添付するものとする。ただし、盗難、紛失等によりＩＣカード

の失効申請を行う場合はこの限りではない。 

 

２ 訓令第４条第４項に規定する「特別の事情があるものとして整備計画局長が

定める場合」とは、次に掲げる場合とする。 

 (1) 同一の官職において、複数の公印が作成されている場合 

 (2) 同一の官職又は組織に係る電子署名を同時に行う必要がある場合 

 (3) その他複数の官職署名符号等を発行しなければ業務遂行に著しい支障を生

じる場合 

 

３ 訓令第６条第２項の規定に基づく保管責任者の指定は、別紙様式により行う

ものとする。 

 

４ ＩＣカードの発行及び失効に関する事務は、整備計画局サイバー整備課にお

いて行うものとする。 

 



別紙様式 

 

 

 

 

 

 

保管責任者指定書 

 

 

 

 

   防衛省における認証局システムによる電子署名に関する訓令第

６条第１項及び第２項における保管責任者を下記のとおり指定す

る。 

 

 

 

 

  官職証明書名                       

 

 

 

 

    保管責任者                        

 

 

 

 

 

                                       年  月  日 

 

                         （部局等の長）             


